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第１章 計画の概要

第１節 計画の作成

（１）作成年月日 令和７（2025）年9月

（２）作成者 高知県

第２節 文化財の名称等

（１）登録有形文化財（建造物）の名称及び員数

① 旧陸軍歩兵第四四連隊弾薬庫 １棟

② 旧陸軍歩兵第四四連隊講堂 １棟

（２）登録有形文化財（建造物）の構造及び形式

① 旧陸軍歩兵第四四連隊弾薬庫

煉瓦造平屋建、瓦葺、建築面積156㎡

② 旧陸軍歩兵第四四連隊講堂

木造平屋建、鉄板葺、建築面積248㎡

（３）所在地 高知県高知市曙町二丁目960－３

（４）所有者の氏名及び住所

① 所有者 高知県

② 所有者の住所 高知県高知市丸ノ内一丁目２－20

（５）登録年月日 令和５（2023）年２月27日

第３節 文化財の概要

１ 文化財の構成

登録有形文化財（建造物）旧陸軍歩兵第四四連隊弾薬庫及び

講堂は、高知県所有の敷地（5,516㎡）に立地する。

２ 文化財の概要

（１）立地環境

旧陸軍歩兵第四四連隊（以下、第四四連隊を記す）跡地は、

高知市西部の朝倉に位置し、ＪＲ朝倉駅の南約100ｍにあり、

高知市から土佐市へと伸びる県道 38 号に面している（図

1.3.1）。国立大学法人高知大学朝倉キャンパスの敷地に隣接し、

周辺には朝倉神社、朝倉城跡、朝倉古墳などが残る。敷地は、

第四四連隊の兵営の内、北西に位置する区画であり、周辺には、

陸軍墓地など第四四連隊関連施設も残る。

図1.3.1 位置図 出典：国土地理院地図に加筆

（２）創立沿革

明治28（1895）年日清戦争が終結し日本は勝利したが、第

三国のフランス、ドイツ、ロシアの三国干渉を受け、手にした

遼東半島を放棄するに至った。その三国干渉の結果を国力の

弱さからくるものと受け止め富国強兵政策に拍車をかけた日

本は、日清戦争で手に入れた巨額の賠償金を基に軍事拡張に
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舵を切った。計画には軍備編成が含まれ、日清戦争時に七個で

あった陸軍の師団を更に六個師団を増設するという内容であ

った。明治29（1896）年7月には第七（旭川）、第八（弘前）、

第九（金沢）、第十（姫路）、第十二（小倉）、後に歩兵第四四

連隊が編成される第十一（善通寺）を含む六個師団が発足して

いる。

明治29（1896）年５月に新たな兵営地の選定が行われた際、

当時の石田英吉県知事が高知経済を理由として誘致の陳情に

赴いている。買収・譲渡・献納等でまとまった土地と募金が集

まったため、朝倉村に兵営設置が決定された。兵営設置に決定

した土地は当時水田であった。

同年９月に陸軍広島支部から朝倉村の兵営予定地に連隊本

部と兵舎の入札公告がでる。同年12月に、第十一師団管下の

松山歩兵第二二連隊兵営において高知県出身兵により歩兵第

四四連隊が編成された。新編部隊の編成にあたっては、歩兵連

隊を一県一連隊の考えであった。そして、明治30（1897）年

には兵士が訓練する練兵場や射撃場、病院など20棟余りが建

設された。この時点で兵営全体の予定棟数の約1/3であった。

（図1.3.2）。同年7月に第四四連隊は朝倉兵営に移り、翌年3

月に宮中で勅語および軍旗を拝受した（図1.3.3）。

明治37（1904）年に日露戦争が開戦し同年４月に第十一師

団に動員が下令される。第十一師団は、戦地となった旅順攻撃

に参加し14,000人を超える死傷者を出した。第四四連隊に至

っては戦死者1,382名、戦傷者2,091名にのぼったが、第十一

師団はさらに進軍し奉天会戦にも参加するなど、明治 38

（1905）年８月にポーツマス条約により休戦するまでの期間

従軍した。帰国の途についたのは明治39（1906）年1月であ

った（図1.3.4）。

ポーツマス条約の成立により、満州の一部を領有すること

になった日本は軍隊の駐箚に、第十一師団も派遣する。第四四

連隊も一時派遣されることもあった。

昭和12（1937）年に日中戦争が始まり第十一師団も動員が

下令される。昭和16（1941）年には太平洋戦争が開戦し、開

戦前から東満の警備についていた第十一師団は昭和20（1945）

年に内地転用が命ぜられる（図1.3.5、図1.3.6）。本土防衛を

目的としたものであり第十一師団は高知平野の中核として配

備され、第四四連隊は仁淀川口より浦戸湾にわたる海岸線に

配置された。同年３月頃から敵機の本土空襲は激しくなり四

国の主要都市も空襲をうけるようになったが、四国の対空部

隊は兵力が少なく、四国の都市は大きな被害を被った。同年７

月に高知市も被災し、建物被害は12,000戸以上、400名以上

の死者が出た。

昭和20（1945）年8月15日に太平洋戦争の終戦を迎える。

将兵の軍旗に対する精神的敬仰は強く、軍旗を敵手に委ねる

くらいならば奉焼すべきと、陸軍大臣は８月24日全軍に対し

命令をだしている。第十一師団は８月18日には、高知市にあ

る高森山東方高地に軍旗を移し、奉焼を行った（図1.3.7）。同

年11月下旬をもって四国に所在した各部隊は一切の残務処理

を終え復員を完結しており、9月10日、第四四連隊において

も仁淀川大橋南側で復員式を行い、約50年間にわたり高知県

の郷土部隊として知られたその歴史の幕を閉じた。

第二次世界大戦の終結（昭和20（1945）年）に伴い、同年

11月米軍が高知に進駐し朝倉兵営に入営、昭和21（1946）年

5月には英連邦占領軍が進駐して入営する。昭和22（1947）

年には朝倉兵営が進駐軍から日本政府に返還され、高知師範

学校、大蔵省印刷局及び朝倉新制中学校に払い下げられる。

弾薬庫及び講堂は、第四四連隊の兵営が当地に置かれた明

治30（1897）年以降、順次整備された建造物である（図1.3.8）。

朝倉兵営に建てられた建造物は、現在弾薬庫と講堂の２棟の

みが残されている。

図1.3.2 兵営配置復元図

出典：高知市教育委員会

『旧陸軍歩兵第44連隊弾薬庫等調査報告書』（2016）
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図1.3.3 兵営配置復元図（上部：明治末から大正前半頃、下部：終戦時）

出典：高知市教育委員会『旧陸軍歩兵第44連隊弾薬庫等調査報告書』（2016）
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図1.3.4 日露戦争出征前（高知市・明治37年）

出典：『目で見る高知・南国の100年』（2007）

図1.3.5 兵隊の訓練（高知市・昭和17年頃）

出典：同上

図1.3.6 軍旗を先頭に行進（高知市・昭和17年頃）

出典：同上

図1.3.7 歩兵第四四連隊軍旗奉焼の地

出典：『四国師団史』（1972）

図1.3.8 兵営配置復元図

出典：高知市教育委員会

『旧陸軍歩兵第44連隊弾薬庫等調査報告書』（2016）
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表1.3.1 旧陸軍歩兵第四四連隊建造物の歴史

年 代 月 日 概 要

明治29（1896）年 12月 松山兵営で第四四連隊が設立

明治30（1897）年

7月13日 兵営竣工についての記事が掲載（土陽新聞より）。新聞には、「講堂が間もなく竣工予定」と記載

7月末 第四四連隊が高知市朝倉村へ転営

8月2日 「仮弾薬庫」が落雷

明治31（1898）年

3月24日 宮中で勅語および軍旗を拝受

6月 埋葬地（陸軍墓地）の位置が決定。同年11月、埋葬地の土地が買収

7～9月 建造物が新築・改築、道路が新設・拡張

明治33（1900）年 10月 兵営から練兵場に向かう道路新設ための土地が買収

明治34（1901）年 1月 「歩兵第四十四連隊講堂新築の件」という文書が公布

明治37（1904）年 日露戦争が開戦

明治40（1907）年～翌年 建物が模様替え、境界線や柵が新設

明治43（1910）年 兵営内へ娯楽施設が献納

明治44（1911）年 射撃場改修工事及び兵営周囲の木柵が土塁に改造

明治45（1912）年 車輌庫が新築

大正元（1912）年 装蹄場が新築

大正3（1914）年 射撃場沿いの道が整備

大正4（1915）年 射撃防弾墻が築造。大正10（1921）年頃までは様々な保守工事が実施

大正11（1922）年 7月 機関銃隊用厠が新築、面会所が改築

大正12（1923）年 第六号兵舎の一部が改築

大正13（1924）年 第三被服庫が改築

大正14（1925）年 炊事場及び浴室井戸給水設備が「タービンポンプ」に変更、倉庫が改修

大正15（1926）年 第二被服庫の修理が終了、第一被服庫が改修（昭和2（1927）年竣工）

昭和3（1928）年 小銃射撃場防弾墻が解除

昭和5（1930）年 靴工場が縫工場に移動、医務室が旧靴工場に移動、旧医務室は中隊が使用

昭和8（1933）年 剣術道場が建設

昭和9（1934）年
兵器庫が改築、第三炊事場が倉庫専用、第二炊事場で全て賄うように改築、演習場が改造、靴工

場北側に鉄塔が新設、訓練講堂が新築

昭和12（1937）年 日中戦争が開戦

昭和20（1945）年

8月15日 太平洋戦争が終結

8月18日 高森山で軍旗を奉焼

9月10日 仁淀川大橋南側で復員式を行って第四四連隊が解散

11月 米軍が高知に進駐し朝倉兵営に入営

昭和21（1946）年 5月 英連邦占領軍が進駐して入営

昭和22（1947）年
朝倉旧兵舎が進駐軍から日本政府に返還、高知師範学校と大蔵省印刷局、朝倉新制中学校に払い

下げられ

昭和23（1948）年 10月 印刷局岡山出張所の管轄する高知倉庫が設置され、弾薬庫と講堂を倉庫として使用

昭和31（1956）年頃 弾薬庫周囲の土塁が撤去

平成23（2011）年 3月 国立印刷局高知出張所が閉鎖

令和3（2021）年 6月 高知県が土地を取得

令和5（2023）年 2月 弾薬庫及び講堂が登録有形文化財に登録



第１章 計画の概要

6

（３）施設の性格

弾薬庫及び講堂は、昭和23（1948）年10月以降、大蔵省印

刷局岡山出張所の管轄する、主に紙幣材料の三椏や楮などの

倉庫として使用していた。平成23（2011）年3月国立印刷局

の組織改編に伴い、弾薬庫及び講堂を含む敷地を持つ高知出

張所が閉鎖した。閉鎖に伴い、弾薬庫及び講堂の解体撤去の方

針が示されたが、保存を望む市民の声が高まり、令和3（2021）

年6月に高知県が当該土地建物を取得し、保存・整備を行う

こととなった。

（４）建造物の概要

①弾薬庫

煉瓦造、桁行17.6m、梁間8.9m、平屋建て、寄棟造、桟瓦

葺で正面に下屋（セメント瓦葺）を付す（図1.3.9）。主体部の

外壁は厚さ約50㎝の煉瓦壁が、内部の間仕切り壁は厚さ約

35㎝の煉瓦壁が桁下まで立ち上がる。下屋の両側面は厚さ約

25㎝の煉瓦積の袖壁が主体部から延びる。外壁はペンキ塗り

仕上げ、下屋正面は縦板張りで木製片引き戸の出入口を３箇

所設け、それぞれにモルタル仕上げの階段が取り付く（写真

1.3.1）。

主体部の内部は桁行方向にほぼ等分されて３室に別れ、各

室入口は特徴的なゆるやかなアーチ状のブリキ製の両開き戸

があり、その内側に木製腰高ガラスの両引き戸が取り付く。ガ

ラス部分には真鍮製の縦格子が付く。内部の仕上げは各室同

じで、天井は梁間方向に約30㎝間隔で密に渡した野縁に洋釘

止めした板張りとし、内壁は縦羽目板張りで角釘止めとし、廻

り縁、内法長押、地長押を廻す。各部屋に２箇所ずつ上げ下げ

窓があり、その外部は持ち送りで小庇を付け、片開きの鋼製扉

を金具止めとしている。床高は約80㎝で、床下換気口を12

箇所設ける（写真1.3.2）。

小屋組みは真束小屋組の洋小屋で、軒廻りは、母屋、棟木に

垂木を架け渡して鼻先に広小舞を打ち、野地板は横板張りと

する。垂木小口には鼻隠板を打ち、それを金属板で覆っている。

床組は、レンガ積部は控え基礎を設けて、大引きを受け、その

他の部分は自然石切石の束石に床束を建て、大引き及び根太

を掛け渡す。大引きは桁行方向、根太は梁間方向に掛け、床板

は桁行方向に張り、根太に洋釘止めとする（写真1.3.3）。

下屋は、床組み及び垂木から上は部材が新しく、加工痕や風

食具合から昭和中期頃に改修されたと推定される（写真

1.3.4）。

②講堂

木造、桁行27.3m、梁間9.1m、平屋建て、寄棟造、鉄板葺

である（図1.3.10）。基礎はレンガ積、その上に土台を廻し、

南北面は１間毎に、東西面は開口の巾に柱を建て、胴差で固め、

その上下に筋交、間柱を配す。外壁は南京下見板張り、ペンキ

塗り仕上げである（写真1.3.5）。

内部は、当初は３室に分かれていたが、現在は間仕切り壁が

撤去され、１室の大空間となっている。東面の出入り口は３箇

所あり、当初の建具は不明だが、現在は電動シャッターとなっ

ている（写真1.3.6）。東西面には一間巾の窓を設け、引き違い

のガラス戸、その外側には両開きの板戸が取り付く。天井はな

く、内壁は縦板張り目板打ちとし、廻り縁、内法長押、地長押

を廻す。床はコンクリート仕上げとなっている（写真1.3.7）。

小屋組は真束小屋組の洋小屋だが弾薬庫と違って、陸梁は

中央を金物で継ぎ、挟み吊り束がある（写真1.3.8）。

（５）主な改造とその内容

①弾薬庫

・下屋屋根の葺き材は、昭和期に桟瓦葺きからセメント瓦葺

きに替わっている。

・主屋根は、垂木から上部の野地板は昭和50年代に改修さ

れて、桟瓦も葺き替えられている。また、小屋組は、桁の番

付と墨書が新たに施されており、桁や鼻母屋の一部も改修さ

れている。

・下屋の間仕切り壁は、撤去されている。

②講堂

・窓の建具は、引違ガラス格子窓の外部に両開き亜鉛メッキ

鋼板張り木製建具が付加されている。固定には、縦型木製閂

を用いている。

・建物西面の出入り口には鋼製シャッターが取り付けられ

ているが、当初のこの付近には掃き出し形式の建具が組み込

まれていたと思われる。現在の出入口の形状は内部に車が乗

り込めるように、大きく広げており、車が進入できる車路を設

け、内部床はコンクリートに塗床で仕上げている。

・当初の内部は3分割された室として使用されており、戦

後の国立印刷局時期に倉庫として空間を広く使う目的で、間

仕切り壁は撤去されている。

・屋根葺き材は、桟瓦から瓦棒カラー鉄板に替わっている。

・廻り縁の痕跡により、当初、講堂の各教室の天井には棹縁

天井が張られていたと思われる。

・外壁は、創建時は素地現しだったものが、国立印刷局時期

に白ペンキを塗装している。
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図1.3.9 弾薬庫 平面図・立面図
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図1.3.10 講堂 平面図・立面図
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写真1.3.1 弾薬庫東面

写真1.3.2 弾薬庫内部

写真1.3.3 弾薬庫小屋組

写真1.3.4 弾薬庫下屋

写真1.3.5 講堂西面

写真1.3.6 講堂東面

写真1.3.7 講堂内部

写真1.3.8 講堂小屋組
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３ 文化財の価値

文化財保護法第57条第1項の規定により、旧陸軍歩兵第四

四連隊弾薬庫及び講堂は令和5（2023）年2月27日付けをも

って文化財登録原本に登録された。登録基準は「二 造形の規

範となっているもの」であり、登録時に記載された建物の特徴

等は以下の通りである（出典：『月刊文化財（令和5年2月）』）。

市内西部の旧陸軍跡地にある弾薬庫と講堂で、戦後は国立

印刷局の三椏・楮倉庫として用いられた。弾薬庫は煉瓦造平屋

建てで、正面に下屋を付す。高床で湿気を抑え、内部は天井・

壁・床を板張りとする三室を並べる。講堂は木造平屋建てで、

下見板張りの外観に窓を多く配す。当初は内部を三室に区切

り、下士官の講義室とした。

（１）歴史的価値

高知の郷土部隊であった第四四連隊の兵営は戦後、進駐軍

から高知師範学校と大蔵省印刷局に払い下げられた後、少し

ずつ撤去され新たな施設を建設し機能を変えていった。

弾薬庫と講堂は、終戦時に旧朝倉兵営の中で存在した約80

棟の建造物・工作物のなかで、活用方法が変わりながらも形状

を変えず残存した遺構として希少である。さらに、弾薬庫は、

進駐軍が使用していた時期の痕跡が残る。建具には備蓄庫と

して使用されていたと分かる英語記載が残り、戦後の進駐軍

統治下の旧兵営を伝える上で重要である。

弾薬庫と講堂は一部を改修されているものの、当初の形態

と部材が多く残されており、当時の機能と意匠を伝える上で

歴史的価値を有する建造物である。

（２）建築的価値

弾薬庫と講堂は、高知県の数少ない意匠・構造・材料などに

和風と洋風が入り混じる明治期の貴重な建造物である。

弾薬庫は、壁体部分はレンガ組積造、小屋裏は洋風トラス構

造、床組みと小屋裏の母屋以上の垂木や野地板は和風を踏襲

しており、和洋風の大きな特徴を残している。また、弾薬庫は

湿気対策として、床組みを高く上げ、壁・天井を木仕上げとし

ている。

講堂は、レンガ組積造基礎部分・外壁南京下見板張り・角部

分の付柱、軒下の換気口・内部小屋組み真束トラスは洋風の構

造を採用している。一方、レンガ基礎上部の土台から柱建てと

敷桁・縦羽目板張りに見板付き内壁仕上げ・小屋裏の垂木と野

地板、また、改修時（昭和50年代）に撤去された間仕切り壁・

竿縁天井・元の桟瓦葺き屋根から瓦棒亜鉛鉄板葺に改修され

屋根は、和風の構造や仕上材を使用していることから、和風構

造形式に洋風構造形式を組み込んだ建造物である。

（３）社会的価値

弾薬庫と講堂および周辺に点在する関連施設は、朝倉地区

に残る第四四連隊を後世に語り継ぐための重要な場所である。

見学者が実際に建造物や跡地を見学することで、第四四連隊

及び関連部隊の歴史や時代背景を理解し、戦争の史実を知る

ことができる。

第４節 文化財保護の経緯

１ 保存事業履歴

平成23（2011）年5月7日に「旧陸軍歩兵四十四連隊の弾

薬庫等を保存する会」が結成され、同会は、5月26日現地見

学会を開催し、そして、同日「独立行政法人国立印刷局高知出

張所内の旧陸軍歩兵第四十四連隊の弾薬庫等についての要望」

を高知市長に提出した。この要望を受け高知市教育委員会で

は、7月8日「平成23年度第1回高知市文化財保護審議会」

において委員の現地調査視察実施を決定し、10月12日史跡・

埋蔵文化財・建造物関係の委員が現地視察を行った。そして、

平成24（2012）年6月6日「平成24年度第1回高知市文化

財保護審議会」において、詳細な調査の必要性が、平成25

（2013）年1月8日「平成24年度第2回高知市文化財保護審

議会」において、小委員会組織の必要性が議論された。

平成26（2014）年7月9日、「国立大学法人高知大学と高

知市との連携に関する協定」に基づき「第11回高知大学・高

知市コーディネーター会議」が開催された。そこに高知市より

「高知市教育委員会としてもその学術的価値等を高知市文化

財保護審議会に諮問し、調査の必要があるとの回答を得てい

る。調査方法については、高知市単独で行うのではなく、当該

敷地に隣接する高知大学との連携によりこの弾薬庫等の文化

財としての価値を学術的な立場から調査し、今後保存を含め

た活用の方策を模索するため連携事業」を提案し、高知大学か

らは「調査に向けたチームを編成し、対応が可能である」との

説明があった。

平成27（2015）年3月、財務省高知財務事務所より、当該

施設が同年1月に財務省管轄の財産になり、公売する方針で

あるとの連絡があった。そこで、高知市教育委員会と高知大学
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で協議を進め、同年9月の高知市議会定例会において調査事

業予算案が可決され、高知市教育委員会が高知大学に委託す

る形で調査を実施することとなった。

高知大学では建造物調査、埋蔵物調査、文献等調査を実施す

ることとし、学内及び学外のそれぞれの専門家からなる研究

チームを編成し、高知市教育委員会とも連携しつつ調査に当

たり、その結果について『旧陸軍歩兵第44連隊弾薬庫等調査

報告書』（2016）をまとめあげた。その後、高知市は当該土地・

施設の取得を検討したが見送られている。

平成28（2016）年11月に高知財務事務所は、県と市に取

得の意思の有無について照会して、それぞれから取得の意思

がないことを確認し、公売の手続を進めていたところだった

が、県から財務事務所に対して公売手続を一時中止すること

を願い出て、平成30（2018）年２月末まで処分留保となった。

その間、県が当該土地・施設を取得して保存するべきかどうか

を判断するため、弾薬庫および講堂の文化財としての価値に

ついて、高知県文化財保護審議会に諮問され、「弾薬庫、講堂

ともに国登録有形文化財に相当し、また弾薬庫については県

指定文化財に相当する」と答申された。その後、県は取得に向

けた検討を進め、平成31（2019）年に土地取得について意思

表明をした。その後の経過は表1.4.1の通りである。

表1.4.1 令和元（2019）年以降の保存事業

年 月 内容

令和元年

（2019）

5月
旧陸軍歩兵第44 連隊跡地保存活用検討委

員会を設置

11月 上記委員会にて保存・活用基本方針を策定

令和2年

（2020）

2月
土地取得に係る不動産鑑定評価の予算案を

議決

6月
高知財務事務所に対して土地取得要望書を

提出

11月
国有財産四国地方審議会で、高知県を売却

相手先として承認

令和3年

（2021）

6月 土地を取得

11月
跡地活用調査等業務委託（跡地整備案の策

定）

令和4年

（2022）

1月
弾薬庫及び講堂基本設計委託（保存修理基

本設計及び耐震診断・補強案の策定）

3月
弾薬庫の応急修繕（破損瓦の差替、下屋雨漏

部・樋補修）

令和5年

（2023）
2月 弾薬庫及び講堂が登録有形文化財に登録

２ 活用履歴

これまでに活用の履歴はない。

第５節 保護の現状と課題

１ 保存の現状と課題

戦後に進駐軍から大蔵省印刷局に払い下げられて以降、建

造物に大きな改変はみられないが、講堂内部の間仕切が取り

払われ、支えられていた屋根・小屋組みの垂下が見られ改善が

必要である他、両建造物とも令和4（2022）年度に実施した耐

震診断の結果、構造的な補強を必要とする。

内外観ともに建築当初の材料が多く残されている一方、大

規模な修理工事を行ってきていないため、広範囲に大小の破

損・腐朽が見られる。破損・腐朽の進行を止めるために管理計

画・修理計画を検討する。

屋根葺き材も両建造物とも、経年劣化がみられ葺き替え又

は部分葺き替えを検討する。外観、仕上材（塗装、左官）は劣

化が顕著で、修理が必要であり、材料の更新を含めた修理方法

を検討する。

２ 活用の現状と課題

弾薬庫と講堂および周辺に点在する関連施設は、朝倉地区

に残る第四四連隊を後世に語り継ぐための重要な場所である。

語り継ぐ人々が減る中では、このような戦争遺構が重要な教

材になり得ることから、それを活用するための適切な保存・整

備を検討する。

展示施設あるいはその他の活用用途に変わることで用途変

更の可能性があることと、修理の方針によっては建築行為に

該当し建築基準法が遡及される可能性があり、建築基準法に

適合した整備を検討する。

消防設備については通電されていない自動火災報知設備と、

消火器が置かれている状況であるが、今後、活用用途に応じた

消防設備の設置を検討する。

計画敷地内は弾薬庫と講堂以外は、国立印刷局時期に建築

物・工作物を建替えあるいは新設されたものとなる。課外授業

等教育カリキュラムの一環で公開活用をする上で、受け入れ

に耐え得る便益施設への更新が必要となる。地域に開かれた

施設とする上で、駐車場・駐輪場・休憩スペース・管理室・ト

イレ等を敷地内に検討していく。

弾薬庫は、公開される施設として目指す場合に、建物外周は
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樹木や草木が生い茂っており、建物外観の鑑賞や建物に出入

りに支障があることから、建物へのアプローチ整備や樹木管

理計画を検討する。検討にあたっては、バリアフリーやユニバ

ーサルデザインにも配慮する。

講堂は、現状で建物の出入口は電動シャッターのみとなっ

ており、災害時等の避難路として適切ではない。利用者が円滑

に避難できる建具、設備を整備する。また、台風対策と思われ

る後補で取り付けられた雨戸は、固定具がなく開いた状態で

は風に煽られている。日常管理の方法と併せて建具類の施錠

方法や金物の選定を行う。

第６節 計画の概要

１ 計画区域

計画区域は、第四四連隊弾薬庫及び講堂の敷地（高知県所有）

の範囲とする（図1.6.1）。当該敷地の変遷について、進駐軍と

大蔵省印刷局時代の古図面から追うことができる。

まず、敷地の形状について、昭和22（1947）年には朝倉兵

営が進駐軍から日本政府に返還される際の配置図

「ASAKURABARRACK」（図1.6.2）では、兵営を４つの区域

に分割し、それぞれの区域は説明されている。この時点で、弾

薬庫と講堂が位置する敷地Bが、全体から切り離されたこと

が分かる。

図1.6.1 計画区域図

A=英連邦軍保有地域(AREAHELDBYBCOF)

B=印刷局出先機関(OUTLYINGSTATIONOFTHEPRINTINGBUREAU)

C=高知市朝倉新制中学校(ASAKURALOWER SECONDRYSCHOOL)

D=高知師範学校(KOCHINORMAL SCHOOL)

そして、敷地の出入口の位置について、大蔵省印刷局時代の

配置図（図1.6.3、1.6.4）を見ると、昭和23（1948）年度から

昭和42（1967）年度までの間に、出入口が西南隅に設けられ

ていた。昭和48（1973）年度の配置図では、出入口が敷地の

北側に移動された。

その後、敷地の形状及び出入口の位置は、変更がなく現在ま

で至る。

２ 計画の目的と基本方針

本計画は、戦争の歴史を後世に語り継ぐ重要な施設として、

第四四連隊弾薬庫及び講堂の価値を明らかにし、保存の方針

を明確にする。文化財としての価値を活かしつつ、計画敷地お

よび登録文化財建造物の今後の公開活用を図る。

３ 計画の概要

本計画は、「保存管理計画」、「環境保全計画」、「防災計画」、

「活用計画」と「保護に係る諸手続き」からなる。

保存管理計画では、保存管理の基本方針を示す。「保存管理の

状況」では、本計画の対象建造物の保存管理の状況を明らかに

し、「保護の方針」では、部分及び部位を設定して保護の方針

を定める。「管理計画」では、管理体制及び管理方法について

記載する。「修理計画」では、調査結果を踏まえ、修理項目を

抽出する。

環境保全計画では、環境保全の基本方針を示す。敷地内を対

象として現状と課題を整理し、環境保全に関する基本方針を

示す。また、計画区域内を区分して保全の方針を定め、敷地内

における建造物・工作物を区分して保護の方針を定める。さら

に、防災上の課題と対策について記載する。

防災計画では、防火・防犯対策、耐震対策、耐風対策、そ

の他災害対策について記載する。

活用計画では、公開活用基本方針を示し、公開計画及び活

用基本計画を定め、実施に向けての課題を明らかにして活用

基本計画を策定する。

保護に係る諸手続きでは、登録有形文化財（建造物）とし

ての修理や改修などに必要な諸手続き及び関係法令について

記載する。
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図1.6.2 兵営が進駐軍から日本政府に返還される際の配置図および凡例

出典：『朝倉元兵舎に移転関係記録』（1947）

※高知市教育委員会『旧陸軍歩兵第44連隊弾薬庫等調査報告書』（2016）から引用

・各エリアについて、Aは英連邦軍保有地域、Bは大蔵省印刷局出先機関、Cは高知市朝倉新制中学校、Dは高知師範学校である

・各建造物について、46は弾薬庫、52は講堂である
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図1.6.3 大蔵省印刷局時代における配置の変遷（昭和23（1948）年～昭和32（1957）年）

出典：エコロジカルスタンド株式会社『旧高知倉庫 土地利用履歴等調査 報告書』

※高知市教育委員会『旧陸軍歩兵第44連隊弾薬庫等調査報告書』（2016）から引用

※講堂は図中における番号１、弾薬庫は番号３に該当する
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図1.6.4 大蔵省印刷局時代における配置の変遷（昭和37（1962）年～昭和48（1973）年）

出典：同前

※高知市教育委員会『旧陸軍歩兵第44連隊弾薬庫等調査報告書』（2016）から引用

※講堂は図中における番号１、弾薬庫は番号３に該当する
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